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平成２６年第７回函館市教育委員会定例会 会議録 
 

 

１ 

 

日  時 

 

平成２６年７月２３日（水） 午後１時３０分 

２ 場  所 市役所８階第２会議室 

３ 出席委員 橋田委員長，河村委員，小葉松委員，佐藤委員，山本委員 

４ 欠席委員  

５ 事 務 局 政田生涯学習部長，小山学校教育部長，平井生涯学習部次長， 

對馬生涯学習部次長，阿部管理課長 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 付議事項  

日程第１ 議案第１号 函館市立学校管理規則の一部改正に関し，議決を求めることにつ

いて 

日程第２ 議案第２号 函館市立学校職員服務規程の一部改正に関し，議決を求めること

について 

日程第３ 議案第３号 函館市社会教育委員の解任に関し，議決を求めることについて 

 

 議案第４号 函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることについて 

 

日程第４ 議案第５号 函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求めることにつ

いて 

 議案第６号 函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

日程第５ 議案第７号 平成２７年度使用中学校用教科用図書採択に関し，議決を求める

ことについて 

 議案第８号 平成２７年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書採

択に関し，議決を求めることについて 

日程第６ 議案第９号 平成２７年度使用小学校用教科用図書採択に関し，議決を求める

ことについて 

日程第７ 議案第１０号 平成２７年度使用高等学校用教科用図書採択に関し，議決を求め

ることについて 

日程第８ 報告事項 ・教職員の懲戒処分内申の結果について 

■橋田委員長 

○ 開会宣言  午後１時３０分 

○ 議事録署名人に，河村委員，小葉松委員を選任。 
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○ 本日の日程のうち，日程第５，議案第７号「平成２７年度使用中学校用教科用図書採択

に関し，議決を求めることについて」から日程第８，報告事項「教職員の懲戒処分内申の

結果について」までを「秘密会」としたいがいかがか。 

○ 異議がないので，秘密会とさせていただく。 

 

○ それでは，日程第１，議案第１号「函館市立学校管理規則の一部改正に関し，議決を求

めることについて」を諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第１号「函館市立学校管理規則の一部改正に関し，議決を求めることについて」説

明する。 

○ このたびの改正は，幼稚園，小学校，中学校および高等学校の準教科書等の選定に関わ

る規定ならびに職務専念義務の免除の承認に関わる規定を整備しようとするものである。 

○ 改正の内容については，第２８条の規定であるが，現行では，高等学校において使用す

る教科書は「校長が採択する」としていたが，来年度から使用する教科書を教育委員会が

採択しようとするものである。 

○ また，幼稚園において使用する教材と小学校，中学校および高等学校において使用する 

準教科書や教材については，園長または校長が選定しようとするものである。 

○ 次に，下段の第４３条第２項であるが，現行の規定では，職務専念義務免除の承認につ

いては，これまでも道教委の規定に準じており，教育長が行うこととしていたもののう

ち，教職員が教育関係団体の業務に従事する場合の取り扱いについて整理がなされ，一定

の要件を満たすものについては，その承認を，校長の判断でできるものとしたことから，

道教委の規定と同様に改正しようとするものである。 

○ なお，この規則の施行期日は，公布の日とするものである。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第１号について何かあるか。 

 

■佐藤委員 

○ 準教科書については，校長が選定するとあるが，教科書の採択については記述されてい

るのか。 

 

■学校教育部長 

○ 義務教育についての教科書の採択については規則では規定されておらず，高等学校だけ

が規定されていたが，今回，高等学校もそろえる形で削除している。 

 

■橋田委員長 

○ 職務専念義務免除の承認について，校長の判断で承認できるものとは，具体的にどの程

度のものなのか。 

 

■学校教育部長 

○ ＰＴＡに関わる業務や校長会や教頭会に関わる業務が含まれてくると考えている。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第１号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第２，議案第２号「函館市立学校職員服務規程の一部改正に関し，議決を求
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めることについて」を諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第２号「函館市立学校職員服務規程の一部改正に関し，議決を求めることについ

て」説明する。 

○ このたびの改正は，函館市立学校管理規則の一部改正に伴う規定の整備等をしようとす

るものである。 

○ 改正の内容については，議案第１号の改正に伴い，引用している管理規則の条項が繰り

上がったため，それによる条項を改めようとするほか，校外研修処理簿の様式を一部改め

ようとするものである。 

○ なお，この訓令の施行期日は，公布の日とするものである。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第２号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第３，議案第３号「函館市社会教育委員の解任に関し，議決を求めることに

ついて」および議案第４号「函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」を一括諮る。 

 

■生涯学習部長 

○ 議案第３号および議案第４号の２件について，順次，説明する。 

○ まず，議案第３号「函館市社会教育委員の解任に関し，議決を求めることについて」で

あるが，推薦団体からの申し出により，現委員 佐藤愛彦氏を，平成２６年７月２３日を

もって解任しようとするものである。 

○ 次に，議案第４号「函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」で

あるが，解任委員の後任として，宍戸仁明氏を，平成２６年７月２３日から前任者の残任

期間である平成２８年３月１０日まで委嘱しようとするものである。 

 

■橋田委員長 

○ 議案第３号および議案第４号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第４，議案第５号「函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求める

ことについて」および議案第６号「函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求め

ることについて」を一括諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第５号および議案第６号の２件について，順次，説明する。 

○ まず，議案第５号「函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求めることについ

て」であるが，推薦団体からの申し出により，現委員 伊藤正則氏を，平成２６年７月 

２３日をもって解任しようとするものである。 

○ 次に，議案第６号「函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」であるが，解任委員の後任として，阿部義一氏を，平成２６年７月２３日から前任者

の残任期間である平成２７年８月３１日まで委嘱しようとするものである。  

 

■橋田委員長 

○ 議案第５号および議案第６号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第５，議案第７号「平成２７年度使用中学校用教科用図書採択に関し，議決

を求めることについて」および議案第８号「平成２７年度使用学校教育法附則第９条に規
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定する教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」を一括諮る。 

 

（秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 議案第７号については，現行と同じ教科書を採択し，議案第８号については，別添「採

択参考資料」に記載されているすべての一般図書を採択する。 

○ 次に，日程第６，議案第９号であるが，ここで，函館市小学校用 教科用図書選定委員会

の委員長，副委員長の出席を求める。 

○ それでは，議案第９号「平成２７年度使用小学校用教科用図書採択に関し，議決を求め

ることについて」を諮る。 

 

（秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 以上で，議案第９号の採択を終了する。 

○ 次に，日程第７，議案第１０号「平成２７年度使用高等学校用教科用図書採択に関し，

議決を求めることについて」を諮る。 

 

（秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 議案第１０号については，選定したすべての教科書を採択する。 

○ 次に，日程第８，報告事項「教職員の懲戒処分内申の結果について」報告を求める。 

 

（秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 

○ 報告事項については，これで終了する。 

 

■終了宣言 

○ 午後３時５０分 
 

議事録署名人  河 村 祥 史 

〃     小葉松 洋 子 

 

調製者庶務係  水 山   学 

 


